
 

  

 

日本記者クラブ 
研究会「ドイツの戦後和解」③歴史教育の視点から 

 国際歴史対話は、対話から出てくる問題提起に国内がどう

向きあっていくかが、問われる 

 

川喜田敦子 中央大学教授 
 

２０１５年４月２４日 

 

ドイツとフランス、ポーランド、イスラエル３カ国との国際教科書対話のこれまで

の取り組みを中心に話した。２００６年から刊行が始まった、独仏共通歴史教科書は、

二国間初の「教科書」として画期的だが、これが国際歴史対話の最終目的であっては

ならない、という。最終目的があるとしたら、一つの歴史の見方を持つことではなく、

違う見方があっても、それが他者を傷つけることがなく、多様な考え方を共存できる

ことにあるのではないか、と。この教科書の刊行によって、教材作成における国際協

力がドイツ国内で肯定的に捉えられたことは成果として挙げられる、とも。 

 

司会：杉田弘毅 日本記者クラブ企画委員（共同通信） 
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司会・杉田弘毅企画委員（共同通信） それ

では、時間になりましたので、始めたいと思い

ます。 

本日は、研究会「ドイツの戦後和解」の第 3

回目になります。中央大学の川喜田敦子教授を

お招きしました。まずお話をしていただいて、

その後、質疑に移りたいと思います。 

レジュメは皆さんのお手元にあるかと思い

ますが、お話のタイトルは「ドイツの戦後和解

－歴史教育の視点から－」です。川喜田先生は、

皆さん、もうお読みになっていらっしゃる方が

たくさんいらっしゃるかと思いますが、『ドイ

ツの歴史教育』という本を白水社から出されて

います。そこから略歴を紹介させていただきま

す。東京大学を卒業、東京大学総合文化研究科

で修士、それから同じく東京大学で博士号を取

得されています。専攻はドイツ現代史です。 

申しおくれましたが、私は当クラブの企画委

員で共同通信の編集委員の杉田です。 

それでは、先生、よろしくお願いいたします。 

川喜田敦子 中央大学教授 ただいまご紹

介いただきました川喜田でございます。 

きょうは、このような機会をいただきまして、

どうもありがとうございます。日本記者クラブ

の講演といいますと、名のある方々がお話をし

てこられたと聞き及んでおります。それと比べ

ますと、私はこういう場には全くなれておりま

せんので、不足に思われる方も多いかと思いま

すけれども、きょうはどうぞよろしくお願い申

しあげます。 

今回の企画は、戦後 70 周年を機に、これま

での日本の歩みを踏まえて、今後、われわれが

どのように進んでいくべきなのかを考えるた

めの一連の企画の一部であるとうかがってお

ります。 

いままで石田先生と武井先生がお話をされ

たと聞いておりますが、このシリーズは、日本

の戦後について考える際によく引き合いに出

されるドイツについて、その歩みを確認して、

日本への示唆を得るということがその目的で

あろうかと思います。 

例えば、日本について語れと言われたときに、

どのような領域にまつわる話であれ、日本の中

にさまざまな考え方があり、さまざまな運動が

あり、そしてさまざまな主張があるということ

は、この日本の中に生きていれば、誰もがわか

ることです。当然のことながら、ドイツもそれ

は同じです。ですので、こちらからみていてい

いなと思う点もあれば、それはどうかと思う点

もあります。 

日本と比較してみて、同じ問題を抱えている

ときもあれば、日本の抱える問題をあちらは解

決できているときもありますし、逆に、日本に

はない問題をあちらが抱えているときもあり

ます。 

その中で、きょうの私の話は、今回の企画の

趣旨にかんがみて、日本とドイツの共通点より

は違いを意識した話になるでしょうし、違いの

中でも、日本への示唆がある、その意味でおも

しろい、と私が考える点を特に選んでお話し申

しあげることになろうかと思います。それを最

初にお断りしておきたいと思います。 

 

教材作成の国際協力の具体例 

 

そのうえで、きょうは、ドイツと他国との二

国間の歴史問題とその記述に重点を置いて、特

に相手国としては、フランス、ポーランド、そ

れからイスラエルという 3 カ国とドイツの間

の国際教科書対話の試みを軸にご紹介してい

きたいと思います。 

まずは、ドイツとフランスの話から入ります。

二国間の歴史をめぐる認識の相違、そしてその

調整という点で、ドイツとフランスの間では、

2000 年代の後半に大きな動きがありました。 

ご存じの方も多いかと思いますが、ドイツと

フランスの間で共通の歴史教科書が刊行され

たことです。これについては、静岡県立大学の

剣持久木先生を中心に、私どもで科研の研究プ

ロジェクトを組んで、研究を進めてきました。

きょうはその成果を中心にご紹介することに

なります。ドイツとフランスの間で作られたの

は共通教科書だとご紹介したわけですが、複数
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の国の間の協力によって刊行された副教材は

いろいろあります。 

例えば、ドイツとポーランドの間の二国間対

話は 1970 年代に始まったものですけれども、

その成果が 2001 年の段階で、20世紀のドイツ

＝ポーランド史に関する教員向けの手引書と

いう形でまとめられたものがあります。 

東アジアも決しておくれをとっているわけ

ではありません。東京学芸大学をいまは退職な

さった君島和彦先生を中心に編集された副教

材『日韓交流の歴史』が出されたこともありま

す。『未来をひらく歴史』から発展して、日中

韓三国共同歴史編纂委員会の編集による『新し

い東アジアの近現代史』も 2012 年に出されま

した。 

だんだん紛争地域に近づいてまいりますが、

こちらは、旧ユーゴスラヴィアの解体後に、Ｎ

ＧＯが中心になってつくったバルカン 11 カ国

で使える全 4 巻の史料集で、2003 年に刊行さ

れたものです。 

それから、一番の紛争地域という意味では、

形は大分異なりますけれども、これは中東のパ

レスチナとイスラエルの間でＮＧＯがつくっ

た歴史のブックレットのようなものです。 

このように、共通教材、それから教材作成に

おける国際協力はたくさんあるわけですけれ

ど、先ほどおみせした、独仏の共通歴史教科書

が他のものと決定的に違うのは、独仏共通歴史

教科書が「教科書」であるということです。 

「教科書」と「教材」という言葉の違いは、

この場では共通理解でしょうか。つまり、教科

書というのは、国が定める学習指導要領があっ

て、それに準拠してつくられたものです。例え

ば、日本であれば検定を通る、ドイツであれば

認可を受けるという形になりますけれども、そ

ういう形で正式に認められたものが「教科書」

ということになります。 

それに対して、いま、「教材」という形でく

くってご紹介したものは、自由に出版されてい

るものであり、検定を通ってはいないけれども、

教員の裁量で適宜投入され得るものです。この

ような形で言葉を使い分けております。つまる

ところ、いまの 2つの概念にあてはめて申しま

すと、2つの国の間で共通教科書がつくられる

のは、独仏の間が世界で初めてだったというこ

とになります。 

 

二国間初の共通教科書： 

独仏共通歴史教科書刊行の意義 

 

「独仏共通歴史教科書」は、高校生向けの教

科書としてつくられたものです。内容をみてま

いりますと、率直に言って、実際、普通である

部分も多いと思います。3巻出されていますが、

つまりは、教科書が扱う古代から現在に至るま

での長い人類の歴史の中で、何らかの歴史的な

事実について、2つの国の間でよほど認識が対

立していない限りは、その記述は普通のものに

なるわけです。 

認識の対立が起こり得るとすれば、それは基

本的には関係史の部分です。ですので、共通教

科書のおもしろさと申しますか、意義を考える

うえでみるべきは、やはり関係史の部分であろ

うかと思います。 

少しその内容をのぞいてみようかというこ

とで、いまこちらに画像を出しております。 

ドイツ語で書かれておりますけれども、これ

は、第一次世界大戦の戦後処理にかかわる項目

で、「ルール占領」を扱った部分です。ルール

占領というのは、こちらに説明を書いたとおり

です。つまり、第一次世界大戦後にヴェルサイ

ユ講和条約が結ばれて、ドイツに法外な賠償金

が課せられるわけです。その支払いがおくれる

と、それにいら立ったフランスがベルギーと結

託して実力行使に出て、ドイツのルール地方を

占領したという事件です。 

これは日本の世界史の教科書にも載ってい

ます。ルールは炭鉱で、そのエネルギーをバッ

クにして発展した工業地域ということになり

ます。このドイツ最大の工業地域を占領された

ことに対して、ドイツはゼネストで抵抗するわ

けですが、ストで工業生産がとまり、ハイパー

インフレが起こります。実は、1923 年のヒト

ラーのミュンヘン一揆は、まさにこの情勢を背
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景にして起こってくるものであるということ

になります。 

お見せしているページは、その部分を扱った

ものになるわけですが、さすがは共通歴史教科

書だなと思わされるのは、このページで言うな

らば、赤丸をつけました図像資料の部分です。

そこを拡大してみたいと思います。 

これは申しあげたとおり、ルール占領の様子

を描いたものなのですけれども、このうち、片

方がフランス、片方がドイツの当時のメディア

に掲載されたものです。 

左のほうは、割に写実的な感じで、フランス

軍が来て、秩序だった様子で街を占領していく

様子が描かれております。 

それに対して右側ですけれども、こちらは明

らかに新聞の諷刺漫画です。太った、堕落の象

徴のようなフランスの軍人がぜいたくな食事

をしていて、テーブルの脇にグレーの、やせて

あばらが浮き出た子どもがおります。よくみる

と、床の部分に死体がたくさんあります。実は

軍人のせりふもついておりまして、「わしが腹

いっぱいになるには、まだあと何人も飢えなき

ゃならんな」とあります。ちなみに、軍人の隣

に黒い兵士が立っていますけれども、これはフ

ランスが海外領土から徴兵した黒人兵の戯画

です。 

左右のどちらがフランスで、どちらがドイツ

で描かれたものかは一目瞭然です。 

つまり、一つの事実に対する見方が、独仏両

国では当時から明らかに違ったわけです。それ

ぞれの絵に込められたメッセージは、自国の正

当化かもしれませんし、他国の不当性の糾弾か

もしれません。その中で、互いに互いを敵視す

るイメージが形成されて増幅していったわけ

で、近代国民国家の国民意識、特に敵対感情の

形成メカニズムを、当時の画像資料を使って鮮

やかに描き出しているということになろうか

と思います。 

 

複数の視点があることを知らせる 

 

独仏共通歴史教科書の狙いは、複眼的なパー

スペクティブの育成であるという言い方がさ

れることがあります。そこで言われているのは、

まさにこういう物事を捉える複数の視点の存

在を知るということです。 

ちなみに、フランスの歴史教育に詳しい方が

おっしゃるには、図像分析というのはフランス

の歴史教授法の伝統なのだそうです。 

では、この教科書でドイツの影響はどこに出

ているかと言えば、赤丸をつけておきました部

分です。“Fragen und Anregungen”と書いて

あるのですが、ここはいわゆる設問の部分です。 

実は、ドイツとフランスでは授業の進め方が

大分違っております。傾向としては、フランス

の歴史の授業は、教師が教壇に立って一方的に

講義をして、それを覚えなさいという形です。

ある意味、日本の一般的な高校の授業としてイ

メージされているものと近いかと思います。 

それに対して、ドイツの歴史の授業は考える

ことを目的としていて、ものを言うのは教員で

はなく、生徒です。教員は、生徒に自由に発言

をさせて、そこから出てくる意見のいわば交通

整理をするような役割を果たします。 

それを念頭に置いて設問の中身をみてまい

りますと、1、2、3と 3つあります。順番にご

説明したいと思いますけれども、一番上は、ま

さに先ほどおみせした画像資料の比較分析そ

のものです。つまり、問いとしては、「二つの

画像を比べて、同じ史実が当時独仏両国でどの

ように違った形で認識されていたかを分析し

なさい」というものです。これが 1番目の問い

として出ています。 

2 番目は、ドイツでも従来からある文字史料

の比較分析になっています。画像の下に黄色で

文字史料が掲載されていますけれども、これは

当時の独仏首相の発言を並べて、提示したもの

です。第一次世界大戦後に、ドイツの国力が周

辺国にとって、あれだけ賠償金を取られていた

としても、まだ脅威なのだということを強調し

ているほうがフランスの首相の発言です。ドイ

ツが、重い賠償金にあえいでいて、いかに危機

的状況にあって、もうダメかということを強調



5 
 

しているのがドイツ側ということになります。 

つまりは、第 2番目の設問は、この 2つの主

張を比較対照させようとするものです。先ほど

の図像から導き出される問 1 と同じものを文

字史料からも導き出させようとする設問とい

うことになるかと思います。 

この 1つ目、2つ目の設問が教科書に載って

いる史料を比較分析するための指針であると

すれば、一番最後、3 つ目は、発展的な研究課

題の提案ということになります。内容的には、

ルール占領の問題を解決するに当たってイギ

リスが果たした役割について、自分で調べて述

べなさい、という設問になっております。申し

あげたとおり、最初の 2つは教科書に直接かか

わるもの、3つ目が発展的な研究課題の提案で

す。 

場合によっては、ここに、例えば史実に対し

て、いまの視点から評価をさせる設問であると

か、今日への教訓は何かということを考えさせ

ようとする設問が入ることもあります。これが

典型的なドイツスタイルです。史実をもとに何

を考えるかを問うという形になります。 

教科書の紹介をしてきましたけれども、まと

めるならば、独仏共通歴史教科書を通じて問い

直されているものは、2つあると言えるかと思

います。 

 

歴史認識と歴史教授法のあり方を提起 

 

まず、読者である生徒に対して提起されてい

るのは、歴史認識のあり方、持ち方の問題です。

つまり、かつて国と国とが対立していた時代に

は、同じ事実を 2つの国が全く違う方向から解

釈して、その時代の解釈をその後もずっと引き

ずってきたということがあるわけです。 

ですので、当時の対立する、そしてそれぞれ

に偏った認識そのものを歴史の教材にしてし

まうことで、バランスのとれた見方とは何なの

か、今日の世界に生きる自分たちはどういう歴

史認識をつくっていけばよいか、ということを

考えさせようとしているわけです。こういう発

想は、詳しくはこの後、お話ししますけれども、

独仏間の長年にわたる歴史対話の成果を反映

したものと言えるかと思います。 

それから 2番目として、教員のほうに提起さ

れているのは、歴史教育の方法上の問題で、例

えば文字資料なのか図像資料なのか、知識伝達

が重視されているのか、それとも分析重視か、

といったような問題です。つまり、自分たちの

伝統とは違う歴史教育の教授法やコンセプト

に触れて、それを取り入れていくということで

す。これは共通教科書の作成という、今回の共

同作業の直接の成果と言えるかと思います。 

つまり、独仏共通歴史教科書は、認識枠組み、

それから歴史教授法、この 2つの意味で、従来

の歴史教育を刷新しようとする意欲的な試み

として評価できるだろうと考えております。 

この独仏共通歴史教科書は、独仏間の歴史対

話の長い積み重ねのうえに初めて可能になっ

たものです。日本では、早稲田大学の近藤孝弘

先生がこの問題に関する専門家ですが、対話の

歴史を簡単に振り返ってみますと、そもそも近

代国民国家の歴史教育の極めて自国中心的な

あり方を最初に批判したのは、欧米の平和主義

運動と社会主義労働運動で、19 世紀末のこと

であったと言われます。 

その後、第一次世界大戦後に、初めての総力

戦がもたらした惨禍を前に、教育・文化面で平

和を求める活動が活発化しました。 

 

独仏間歴史対話の第一段階は３０年代から 

 

この時期には、国際連盟の後ろ楯で国際歴史

対話が幾つかの地域で展開されました。独仏間

の対話はその一つで、開始されたのは 1930 年

代です。特に 1935 年には――1935 年といいま

すと、ドイツでは 1933 年にもうナチ党が政権

をとっておりますので、その後ということにな

るのですけれども――歴史教科書をどう改善

すべきか、という勧告を両国がお互いに出し合

うということをいたしました。 

もちろん時代的な背景を考えると、この時代

の対話には限界があったわけですけれども、そ

れでも相互の認識の相違点を明らかにして、あ
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る程度は見解の一致もみたという意味があっ

たかと思います。 

その後、第二次世界大戦が終わりますと、対

話は、そこで第二段階に入ります。独仏間の対

話は、西ドイツが建国された直後に再開されて、

1950 年代から 60 年代にかけて、それから 1980

年代に断続的に会議が持たれて、その間に教科

書執筆者のために多くの勧告が出されました。 

この対話に大きな役割を果たしたのは、ゲオ

ルク・エッカート国際教科書研究所というドイ

ツの研究所です。この研究所は、1951 年に、

当時は西ドイツだったブラウンシュヴァイク

という町に設立されまして、現在は欧州評議会

の諮問機関にもなっています。膨大な教科書コ

レクションを持っていて、それを所蔵する図書

館があります。 

この研究所が中心になって対話を組織しま

して、この第二期の成果としては、かつて見解

が分かれていた問題について、ほぼ完全に意見

の一致をみました。それから、教科書の内容を

お互いにチェックして、間違いや偏見を調べて

訂正するというのが出発点なのですけれども、

その段階を超えて、望ましい記述を共同で書い

てみる、という段階に入ったのがこの時期です。 

ただ、この段階では、通史を全部書くという

ことはいたしませんでした。関係史の中で、特

に見解が分かれそうな焦眉のポイントを取り

出して、そこを共同で書くということをしたわ

けです。 

その流れを考えますと、今回の共通教科書は

第三段階に当たるのかと思います。つまりは、

歴史を全て書いたわけです。それから、最大の

成果につきましては、申しあげたとおりで、歴

史教育の教授法、教育目的における相互の啓発、

それを通じた自国の歴史教育への刺激といっ

たものであるかと思います。 

現在、ドイツとフランスは、ともに欧州統合

を牽引するパートナーとなっています。しかし、

歴史を振り返れば、そもそも 19 世紀の初めに

神聖ローマ帝国がなぜ崩壊したかと言えば、そ

れはナポレオンが侵攻してきたからです。その

後も普仏戦争、第一次世界大戦、第二次世界大

戦と、何度も戦争を重ねてきました。特に有名

なアルザス・ロレーヌをめぐる領土争いなども

抱えていたわけです。 

つまり、第二次世界大戦終結直後の状況に立

ち戻れば、非常に深刻な国民感情の対立があっ

たはずです。それを独仏両国はよくぞここまで

持ってきたものだな、と思っております。 

実際、歴史対話がここまで進展するというこ

とは、当然のことながら、歴史の認識だけの問

題ではありません。きょうの私の課題を超える

ことになりますので、詳しくは触れられません

が、歴史対話の進展を可能にし、それを必要と

もした条件、つまりは政治、経済、安全保障ま

で含めた、そしてヨーロッパという地域的な枠

組みの中に位置づけられた独仏関係の戦後の

再構築があり、そこで両国が理念と利害も共有

していった、つまりは友好的な隣国関係を取り

結ぶことへの意志があったというところに、最

後は帰着するのかなと思っております。 

東アジアの歴史問題、教科書問題の話になり

ますと、このドイツ＝フランス以上に引き合い

に出されることが多いのが、ドイツとポーラン

ドの間の国際教科書対話であろうかと思いま

す。 

ドイツがまだ東西に分断されていた時期に、

東は東で別の活動が少しあったのですけれど

も、きょうは、分断期の西ドイツで始まって、

いまにつながってくる流れをお話ししたいと

思います。 

両国間の歴史問題を解決するために、冷戦の

さなか、当時、西側陣営に属していた西ドイツ

と東側陣営のポーランドが、歴史と地理の教科

書をどのように書けばお互いに受け入れられ

るものになるか、という話し合いを行ったもの

です。 

 

独・ポーランド間の教科書対話は４０年以上

にわたり現在まで継続 

 

この目的のために、ポーランドと、西ドイツ

両国の代表からなる共同教科書委員会が設置

されたのが 1972 年でした。その後、5 年間に
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わたって議論を重ねて、その成果が、歴史と地

理のそれぞれについて教科書作成のための勧

告として、1977 年に公表されたのが第一段階

です。その後、フランスとは違って、ポーラン

ドとの対話は、今日に至るまで、40 年以上に

わたって継続してきております。 

歴史問題といいますと、東アジアの文脈から

すると、近現代史の「被害＝加害関係」の事実

認定から争うというようなイメージもあるか

と思います。ですけれども、西ドイツとポーラ

ンドの間の対話では、ナチ時代のポーランド占

領支配の被害と加害に直接かかわることは、実

はあまり議論になっておりません。 

その理由は、西ドイツとポーランドの間で国

際教科書対話が始まったのが、先ほど申しあげ

たように、1970 年代だからということにあり

ます。どういうことかと申しますと、西ドイツ

では、ナチ時代のドイツの行いが批判されるべ

きものであったというコンセンサスがすでに

成立していました。 

ナチ・ドイツが目指したものとは違うものを

目指し、違う価値を尊重するのがナチ体制崩壊

後の西ドイツの新たな体制なのだという規範

が内面化されるのは、おそらく石田先生からお

話があったのではないかと思いますが、1950

年代末ごろからの変化を含めて、いわゆる「長

い 60年代」のことです。 

したがって、西ドイツ＝ポーランド国際教科

書対話が始まる 1970 年代には、ナチ時代に対

する評価は西ドイツの国内で原則として確立

していたわけです。ナチ犯罪に関する教科書の

記述も、1970 年代のものをみますと、すでに

かなり詳しく書かれるようになっていました。 

これは大事な点だと思います。西ドイツの中

に、ナチ時代のポーランド占領支配の残虐性を

認める合意が存在しないのに、歴史対話の場で

何か画期的な合意がなされて、それが社会にフ

ィードバックされたというようなことではな

いということです。 

つまり、自国の中で、自分たちの負の歴史に

対する反省が生まれて、その負の歴史を生んだ

理由の一端が自国中心的な歴史観にあるのだ

という気づきがあって、同じことを繰り返すま

いとする意志が、旧交戦国との歴史対話という

方法で実践された、そういう経緯だったという

ことになります。 

 

対話での問題：独の被害性の扱い方 

 

したがって、西ドイツとポーランドの間の歴

史対話に当たって、自国の加害性を認めること

に、西ドイツで本質的な反論は出ませんでした。

対話の場で問題となったのは、むしろドイツの

被害性をどう扱うかということでした。 

具体的には、この問題はドイツ系住民の「追

放」の記述をめぐって表面化しました。 

「追放」とは何かを簡単にご説明しますと、

第二次世界大戦後に、ドイツの東部領の一部が

ポーランドに割譲されるということがありま

した。この斜め線で塗られた部分です。こちら

はソ連に割譲されているのですけれども、これ

らの割譲された領土を含めて、東欧一帯から、

そこに住むドイツ系の住民が強制的に移住さ

せられました。これをドイツでは「追放」と呼

んでおります。 

問題は、この「追放」と呼ばれる強制移住が

極めて苛酷であったということです。写真もた

くさん残っておりますけれども、全体で規模に

して 1,000 万人を超えるドイツ系の住民が、ド

イツの残された領土内に、財産を没収されて強

制的に移住させられ、しかも、その途中で略奪

や暴行を受け、寒さや飢えによる衰弱などによ

って多くの死者を出しました。 

それから、特に子どもから高齢者に至るまで、

相当な数の女性に対する強姦の証言も残って

おります。この強制移住を経験した人は、戦後

ドイツの人口の 15％から 20％を占めました。

ですので、西ドイツではこの強制移住は、第二

次世界大戦にまつわるドイツ人の被害と苦難

の象徴であるかのように語られることになり

ました。 

一方で、ドイツの侵略を受けたポーランドが

苛酷な占領支配に苦しんだこともやはり周知

の事実としてあります。ユダヤ系ポーランド人
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の被害は、各地のユダヤ人の中でも最大ですし、

それからドイツ占領下で、抵抗の芽を摘むため

に知識層が殺害されていくわけですけれども、

そうした殺害されたエリート層と合わせて、実

にポーランドの人口の約 20％がこの時期に殺

害されたことになります。 

こういう形で、被害と加害が錯綜する状況の

中で、ドイツ人の被害体験をどう記憶すればよ

いのか。これは現在に至るまで、ドイツ＝ポー

ランド関係に残る問題であって、西ドイツ＝ポ

ーランド歴史教科書対話でもこの記述が大き

な問題となりました。 

西ドイツ＝ポーランド歴史教科書対話の成

果として出された勧告での「追放」の記述をみ

てみますと、2つ特徴があります。一つは、「追

放」ではなくて「住民移動」という概念が全体

を包括する概念として使われたということで

す。 

私がいま「追放」と日本語に訳しております

言葉は、原語のドイツ語のニュアンスからする

と、「駆逐」、「駆除」、「放逐」といった言

葉に近くて、ドイツ側の強い被害意識を感じさ

せる概念が選ばれて使われています。つまり、

勧告はこの言葉の使用を避けたということで

す。 

それから、時期ごとに細分化して、概念を分

けて展開を説明するということもしました。例

えば、最初に「疎開と逃亡」と言ったほうがよ

い時期があり、その後「追放」の時期が来る、

その後は強制移住だけれども、連合国の協定が

あって、それに従って人を動かしている、その

後は、先に出ていった家族を追いかけて出国し

ていく時期だ、といったことです。 

この勧告は、間違ったことは言っていません。

ただ、当時の西ドイツ国内の一般的な認識と比

べると、概念の変更が端的に示すように、ドイ

ツ側の被害意識を前面に押し出すような書き

方は控えられたということがあると思います。 

この点に対しては、西ドイツの国内で、一部

に明確な拒否反応が出ました。この問題と結び

つけて、ポーランドと対話すること自体が「無

駄」だと言ったり、対話全体を「失敗」に終わ

ったと断じるような極端な議論もありました。 

強かったのは、歴史家からの反論というより

は、政治からの反論でした。当時の西ドイツは

社会民主党の政権下で、70 年代といえばヨー

ロッパでも緊張緩和が進んだ時期です。それで

も、あくまでも冷戦下で、ポーランドは社会主

義国だったわけです。そのため、西ドイツの国

内でも社会民主党が主導の州は勧告を、教科書

を許可する基準もしくは授業の参考資料とし

て認定するけれども、保守のキリスト教民主同

盟／社会同盟の力が強い州では、むしろそうい

うものに対して反対の動きが強く出るという

ような状況であったかと思います。 

いまから振り返ってみますと、大きかったの

は、そうした中でも対話の回路を断ち切らなか

ったことだと思います。共同教科書委員会は、

西ドイツとポーランドの間で換えのきかない

貴重なパイプとして、ヨーロッパで冷戦が終結

するまで対話を継続しました。冷戦が終わり、

東西ドイツの統一とポーランドの体制変革を

経て、改めていまこの「追放」の問題が取り上

げられるようになった現在では、その書き方は

また少し違うものになってきています。 

ドイツとポーランドの間で、この「追放」の

被害にまつわる問題がうまく処理できないと

いうのは、歴史学的にみますと、ある意味当然

です。この話は、実際、第二次世界大戦が終わ

った時期のドイツとポーランドの関係という

文脈だけで理解しようとするのではなくて、も

っとはるかに長い時間的なスパンで、かつ大き

な歴史的文脈の中において理解されるべき話

です。 

そのあたりの事情を、少し長くなりますが、

ご説明します。もともと、近代の国民国家をつ

くり出すために国内に住まう民族的マイノリ

ティを国外に移動させる、もしくは追放してし

まうという方法は、20 世紀の初頭から前半に

かけて、民族問題を解決する有効な手段である

と広く認められていました。ドイツ自身も、実

は、そういう国民国家をつくり出すための民族

移住を主体的に進めた時期があります。それは

ナチ体制下です。 
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ドイツ系のマイノリティは、南東欧から中東

欧、さらにソ連あたりまでかけて、各地に広く

居住していたわけですけれども、ナチ政権は、

それをドイツの領内へ、もしくは侵略して得た

土地に移住させて、かわりに受け入れ先となる

地域に住むドイツ人以外の住民を追放すると

いうことをしました。 

この現地からのドイツ系以外の住民の追放

ですけれども、特にユダヤ系の住民の追放がい

ろいろと計画されてはうまくいかず、挫折を繰

り返すということがありました。その中で、ド

イツの占領地域が広がるにつれて、だんだんに

計画が大規模化・急進化して、本当はどこかに

追放するはずだったのだけれども、その追放先

の選定ができなくなって放棄され、最終的に大

量殺害につながった、それがユダヤ人大量虐殺

に至る道だというのが近年の学説です。 

第二次世界大戦が終わりますと、今度は、中

東欧では、民族の居住地域を分けたうえで新た

な地域秩序をつくり出そうという試みがもう

一度行われることになります。実にさまざまな

民族が動いております。地図をみましても、ど

こから誰が動いているのかわからないぐらい

大変な錯綜した状況です。 

例えば、ポーランドが再建されますと、その

新たな国境の中にポーランド人を集めるとい

うことで、200 万人規模の人口移動が起きてい

ます。そのほかにも、例えばポーランドからウ

クライナに出る矢印もありますし、チェコスロ

ヴァキアからハンガリーに出ていく矢印もあ

ります。逆に、ユーゴスラヴィアからチェコス

ロヴァキアに戻ってくるなど、本当にいろいろ

な人口移動が同時多発的に生じていて、ドイツ

系の住民の移動はその一角ということになり

ます。 

特に、いまドイツ系の話をしましたけれども、

民族的に敗戦国に帰属する住民を、敗戦国の戦

後の領土に戻すという決断には、戦後処理の一

環として連合国、特に米ソ二大国のイニシアテ

ィヴが決定的な役割を果たしました。こういう

発想はアジアにも波及したわけで、日本の引き

揚げはそれに当たります。 

すなわち、ドイツ系住民の移動には、住民の

強制移住によって民族問題の解決を図ろうと

いう発想と、その政策化という、連綿と続く縦

の歴史があります。そこに 20 世紀半ばに同時

代的に発生した複数の類似現象、さらには戦後

処理という枠内での戦勝国の思惑が絡み合う

中で生じたのがこの住民移動です。ドイツとポ

ーランドという二国間関係の枠組みでの感情

的な議論を離れて、地域史、ないし世界史の大

きな文脈の中で捉え直す必要がある、そうすべ

き問題であると申しあげたのはそのような理

由です。 

追放に対する、こうしたヨーロッパ史的な見

方、もしくは世界史的な見方は、ドイツの中で

もこの 10 年ほどの間にかなり受け入れられる

ようになってきています。歴史家の間での合意

は整って、歴史教育にもそれが取り入れられよ

うとしています。ドイツとポーランドの間で、

いま独仏に続いて、実は共通歴史教科書の刊行

プロジェクトが進められています。その予定さ

れている共通歴史教科書のコンセプトをみま

すと、そのことがわかります。 

 

独・ポーランドは共通歴史教科書を刊行へ 

 

このプロジェクトは、公式には 2008 年に始

まりました。独仏共通歴史教科書が高校生向け

だったのに対して、ドイツ＝ポーランド共通歴

史教科書は中学生向けです。4巻組で作成され

て、古代と中世を扱う第 1巻の刊行がことしの

12 月に予定されております。まだ刊行されて

いませんので、記述の分析はできないのですけ

れども、独仏のときと同じように、著者が実際

に執筆にかかる前に、その上部の委員会から仕

様書が出されています。この仕様書は、扱う項

目を列挙するだけではなくて、内容の記述にも

踏み込んだ、かなり詳しいものとして出されて

おります。 

それをみる限りでは、ドイツ＝ポーランド共

通歴史教科書は、ヨーロッパ史の視点を意識的

に取り入れたものになる見通しで、仕様書の中

には、「追放」を想定した記述もあるのですけ
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れども、そこでは「20 世紀の暴力」という大

きな歴史的文脈の中でこの問題を扱っていく

ことが想定されている模様です。すなわち、先

に歴史学の見方ということでご説明したよう

な方向に沿う形で記述することが推奨されて

いるということになります。 

ただ、ドイツ＝ポーランド共通歴史教科書で

は、仮に、どうしても両国が合意できない部分

があれば、両論併記という形をとるようです。

この話は、このプロジェクトのポーランド側の

事務局が置かれているベルリン歴史研究セン

ターの Igor Kąkolewski 先生からうかがいま

した。 

フランスとの関係とはやはり違って、ポーラ

ンドとの間の歴史問題は、国民感情のレベルで

は完全にしこりのない解決には至っていない

だけに、「追放」にかかわる部分の記述がどう

なるかというのは、確かに少し気になるところ

ではあります。 

ドイツでは、加害にかかわる認識が定着した

のとは対象的に、というよりも、もしかすると

加害を軸に歴史を振り返ることが定着してい

るからこそ余計に、ということなのかもしれま

せんけれども、被害をどう語るかのほうが難し

い問題として残っております。 

結果として、国際歴史対話の場においても、

ドイツ国内にコンセンサスが成立し切ってい

ない被害の語り方のほうが長く問題として残

り続けてきたわけです。 

対話の場は、外圧の場ではありません。対立

する主張をぶつけ合って、どちらかを通す場で

もありません。特に、ゲオルク・エッカート国

際教科書研究所を中心とするドイツのこれま

での国際教科書対話は、そこに国家もしくは国

家権力を関与させること、勧告に強制力を持た

せること、この 2つを意識的に避けてきました。

それが結果的には対話の長期的な継続を可能

にし、効果を高めてきた側面があると思います。

したがって、そこでは対話に参加する国の認識

を強制的に改めさせることは想定されていま

せん。 

東西ドイツの統一以降、ドイツ国内で被害の

語り方について大分議論されるようになって、

「追放」についても、申しあげたとおり、地域

史への組み込みという形で合意の方向が大分

みえてきました。この合意形成に当たっては、

対話の関係者が発言し、対話から出てくる発想

が社会に紹介されてきたことが、間接的にはか

なりの意味を持ったと思います。その意味で、

対話は、認識の変化を緩やかに促す契機のよう

な形で機能してきたという言い方ができるの

ではないかと思います。 

国際対話というのは、したがって、対話の場

で何が話されるかということも大事なのです

けれども、その対話から出てくる問題提起に対

して、結局、国内がどう向き合っていくかとい

うところに、最終的には帰ってくるのだと思い

ます。 

いま、対フランス、対ポーランドというふう

にお話ししてまいりました。これと並んで、も

う一つ触れておかなければならないのは、この

両国とは違って、旧交戦国というカテゴリーで

はないのですけれども、特別な関係にある対イ

スラエルの対話です。この対イスラエルの対話

の展開としましては、西ドイツとイスラエルの

両国で、それぞれ教科書委員会が設けられまし

た。1981 年から 85年にかけて、この 2つの委

員会が共同で、やはり歴史と地理の両科目につ

いて、両国で使われている中学生向けの代表的

な教科書を調査しました。 

教科書会議では、その結果をもとに全 5回の

会合が行われて、教科書執筆者と出版社のため

の勧告が共同で発表されました。その後、活動

はずっと休止していたのですが、2011 年に再

開されて、国交 50 周年に当たることし、第 2

回目の勧告が出される予定になっております。 

今回も、現行の教科書を調査して、とくにホ

ロコースト関連の記述も調査されて、それに基

づいて勧告が発表されることになるはずです。 

ただ、すでに第 1 回目の 80 年代の勧告の段

階で、イスラエル側の委員からは、西ドイツの

歴史の教科書に対しては、「ナチ時代のユダヤ

人迫害と殺害については詳細に扱われており、

隠ぺいも矮小化もされていない」という評価が
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与えられています。 

ドイツの歴史教科書は、ホロコースト関連の

記述という点では、この間に、東西ドイツの統

一を挟みましたけれども、特段後退していませ

んので、今回も、その点についてはおそらく認

める所見が出されるものと思われます。 

ナチ時代の残虐行為が対話の際の議論の中

心にならなかったという点では、対イスラエル

の対話は、対ポーランドの対話と同じです。 

 

西独・イスラエル間の国際教科書対話： 

欧州史のユダヤ迫害以外が主要テーマ 

 

では、1980 年代に、西ドイツとイスラエル

の国際教科書対話の会議全体を通じて話し合

われたのは何だったのでしょうか。それはむし

ろヨーロッパとユダヤの長い関係史の総体と

でも言うべきものでした。まとめられた勧告を

みますと、対話の全体を貫くテーマは、ユダヤ

史への視線をどのように変えていくことがで

きるか、というところだったことがわかります。 

その場合、特に、ヨーロッパ史の中で、ユダ

ヤに対する迫害よりも、迫害以外の要素をむし

ろみるべきだ、というのが議論の基調でした。

迫害以外ということは、つまり共生ということ

です。勧告でも、歴史教科書の中でユダヤ人を

単なる犠牲者、もしくは歴史の客体として描く

ことを避けて、ユダヤ人の歴史と文化をヨーロ

ッパ史の一部として位置づけてほしい、それか

ら、ユダヤ人と非ユダヤ人の間で比較的衝突な

く共生していた時期について、現状より詳しく

取り上げてほしい、といったことが求められて

います。 

対ポーランドの対話でも、実は、同じような

ことが起こっていました。対話の中でのポーラ

ンド側の最も重要な主張は、ポーランド文化を

いかに評価するかをめぐる問題に関わるもの

でした。 

例えば、「東欧の文化程度は低かった」、「ド

イツ人が東欧に秩序、文化、統治をもたらすこ

とで、初めて東欧の発展が可能になったのだ」

とするような立場ですね。これはスラヴに対す

る偏見といってよいかと思いますけれども、長

らく、ドイツの東方拡大を正当化する役割の一

端を担ってきました。 

西ドイツでも、ドイツとスラヴの関係史につ

いて、基本的に「文化的水準の劣ったポーラン

ドにドイツ人が文化をもたらしてやったのだ」

と総括する傾向があったわけです。それをいか

に変えるかが勧告全体を貫くテーマになりま

した。 

西ドイツ＝イスラエル、西ドイツ＝ポーラン

ドという、この 2つの対話に共通性をみるとす

れば、負の歴史を生んだ、相手に対する蔑視的

な視線、疎外的な視線を根本から変化させて、

2 つの集団の間の関係を認識レベルで新たに

構築し直すことを課題としたことが共通点で

あろうかと思います。 

加害の事実をどう書くかという問題につい

ては、ドイツは自力で解決をつけたうえで、加

害認識を前提に、その先にある問題、加害を準

備した他者認識そのものの解体に取り組んで、

新しい相互認識のための歴史観を社会に向け

て発信しました。そこにドイツの国際教科書対

話の大きな意義が見出せると思います。 

さらに言うならば、加害を認めた先で、今度

は相手のほうから、共生の時代について書きた

いという要望が出されるですとか、文化的な相

互影響を取り上げようという発想が出てきた

わけです。そうなりますと、今度は、では共同

でそういう部分を歴史の中から積極的に発掘

していこうということになるわけで、これも非

常に考えさせられるところです。 

ここまで、3種類の歴史教科書対話をみてま

いりました。「ある国で使われている歴史教科

書の記述が隣の国には受け入れがたいという

ことがあってはならない」、これは今日のドイ

ツでは当然のこととして受けとめられていま

す。その中でも、独仏共通歴史教科書は、副教

材ではなくて、正式な教科書として登場したこ

とによって強いインパクトを与えました。 

ここで、二国間の共通歴史教科書というアイ

デアに改めて立ち返って、その評価をしておき
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たいと思います。 

 

共通歴史教科書：歴史対話の終着点にあらず 

 

独仏共通歴史教科書の刊行は、日本でも大分

話題になりましたが、では、共通歴史教科書が

国際歴史対話の最大の目標であり、終着点であ

るかといえば、私はそうは考えておりません。

そもそも、国際歴史対話の最終目的というのが

仮にあるとするならば、それは、全ての国が同

じ一つの歴史の見方を持つことなのか、むしろ

大事なのは、違う見方があっても、それが他者

を傷つけることがない、多様な考え方がありな

がら共存できるというのが本来ではないか、と

私は考えるためです。 

その目的のためには、共通教科書ではなくて、

関係史を取り出したピンポイントの共通教材

――資料集であれ、副読本であれ――や、教師

用のハンドブックが必要な場面もあると思い

ます。それから、教室の中で行われる学校教育

としての歴史教育に注目しがちで、きょうもず

っとその話をしてきたわけですけれども、記念

館や資料館といった施設は、もっと活用されて

よいと思います。 

例えば、北フランスのペロンヌ――ソンムの

戦いで知られる第一次世界大戦の激戦の地―

―に第一次世界大戦の体験について、イギリス、

ドイツ、フランスの 3カ国の視点から比較展示

を行う第一次世界大戦歴史博物館があります。

ここの館長である、フランス史家のジャン・ジ

ャック・ベッケールが、ドイツ史家のゲルト・

クルマイヒと共同で『第一次大戦仏独共同通史』

を刊行しまして、それが邦訳されたりもしてお

ります。そういう両国の歴史家の研究交流であ

るとか、共同研究の蓄積も必要ですし、学生交

流も有益だろうと思います。 

つまり、独仏間には、こうしたさまざまな対

話と協力があり、その成果を普及するためのル

ートが確立されています。こうした全ての経路

が共通教科書作成と同じくらい参照され、利用

されてよいだろうと私は考えております。 

ドイツの対話は、対フランス、対ポーランド

ともに長い歴史があって、その対話の狭い枠組

みを超えた歴史家の協力関係と信頼関係があ

って、だからこそ共通歴史教科書の作成が可能

になりました。 

ただ、この共通歴史教科書という選択肢が選

ばれたのは、実は、教授法上の必要性とも、現

場の声ともあまりかかわりなく、言葉はよくあ

りませんが、いわば派手なパフォーマンスを望

む政治のイニシアティヴが後押ししたという

事情であって、対話に長く携わってきた人脈か

らは共通歴史教科書が必要だという声は、実は

ほとんど出ていなかったという事実がありま

す。 

ですので、独仏対話の第 3期という形できょ

うはご紹介はしましたが、この共通歴史教科書

は、ゲオルク・エッカート国際教科書研究所を

中心とする、これまでのドイツの国際教科書対

話の流れとは実は少し離れたところに位置し

ています。 

それに関連して、ちょっと申しあげた政治の

関与という点にもう少し触れておきたいと思

います。ドイツの教科書は検定制ではなくて認

可制です。基本的に内容というよりはテクニカ

ルな面をチェックするだけなのですが、独仏共

通歴史教科書の場合、教科書が実際に刊行され

る前に実質的に認可が与えられました。時代の

新しいほうから刊行されたのですけれども、最

初の第 3 巻については、各州の文部省がそれを

買い上げて、自分の州の高校（ギムナジウム）

に無償で配布するという財政支援を行ったり

もしました。これについては明らかな政治の介

入であって、問題なしとはできないかと思いま

す。 

さらに言えば、共通歴史教科書が作成された

時点では、独仏関係史に関して、両国の歴史家

の間に、自分はドイツ人だからこう言う、自分

はフランス人だからこう言うという意味での

見解の対立はもはやないと言われていました。 

独仏共通歴史教科書の記述には、興味深い点

はもちろん多々あります。きょうご紹介したと

おりなのですが、ただし、読者に、根本的な認

識の変更を迫るような衝撃的なものではなか
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ったという言い方もできます。 

そういう二国間にあっては、実は争点解決型

の二国間対話をしていくよりは、むしろ両国が

共通して抱える、例えばいまならイスラーム・

マイノリティとの間の対話をどう進めていく

のかという回路づくりのほうが、実はより必要

とされているのではないかというような気も

しております。 

必ずしも共通歴史教科書はメリットばかり

ではないというような話ばかりしてきました。

けれども、他方で、例えば、ドイツとポーラン

ド共通歴史教科書に関して言えば、仕様書の作

成に当たった歴史家の委員会が、政治レベルの

思いつきを超えて、ヨーロッパ史の視点を取り

入れた教科書をつくるというコンセプトを打

ち出したことで、実現できれば、それはそれで

これまでにないものができる可能性もありま

す。お話ししたように、「追放」のような二国

間の枠組みに過度に縛られてきた議論がヨー

ロッパの地平に開放される可能性もなくはな

いと思います。 

その意味で、共通教科書という選択肢が歴史

対話の方法の一つとして加わったということ、

それを選ぶことも可能だとわかったというこ

と自体は評価されてしかるべきと思っており

ます。 

 

独仏共通教科書刊行の成果： 

国際協力を肯定的に捉える雰囲気を醸成 

 

それからもう一つ、独仏共通歴史教科書のも

たらした成果として絶対に挙げておかなけれ

ばならないのは、この教科書が刊行されたこと

で、歴史教材作成における国際協力を肯定的に

捉える雰囲気がドイツ国内に全体として醸成

されたことです。 

この試みが、独仏という、すでに認められた

対話のパートナー同士の間で行われた結果と

して、それまで必ずしも肯定的に捉えられてい

なかったドイツ＝ポーランド間の対話にまで、

国際協調による教科書作成という発想が抵抗

なく拡大されたわけです。その波及効果は特筆

すべきものだと思っております。 

歴史をめぐって国際的に対話し、協力するこ

とが当たり前であり、望ましいことである、と

いう雰囲気。われわれの課題は、この雰囲気を

東アジアでどうつくるかということなのだと

思います。こういう研究会にこれだけの関心が

集まるということ自体、日本の意識は決して低

くないと、私自身は思っております。20 年前、

30 年前とは大分状況が変わって、東アジアの

歴史家の間では、副教材作成だけではなくて、

共同の会議、研究プロジェクトでの協力関係、

それから、教育段階からの学生の交換といった

形で、多様な交流のルートもできてきていると

聞いております。 

そういう活動の意義を認めて、そこから出て

くる歴史認識の問い直しの問題提起を尊重し

て、それと向き合うことを、社会全体のコンセ

ンサスにできるかどうか。そのコンセンサスを

一旦確立したならば、それを維持し続けられる

かどうか。そこで、政治と、メディアと、学問

としての歴史研究に携わる歴史家と、それから

教育に携わる歴史教員の責任感と良識が問わ

れることになろうかと思っております。 

そういう歴史をめぐる国際協調の環境づく

りという点で、私がドイツを片目でにらみなが

ら、今日の日本をみて、少し気になっている点

を、最後に、今回の企画のキーワードである「戦

後和解」という言葉に絡めて申しあげて話を終

えたいと思います。 

 

「戦後」の意味をめぐる日独問題意識のずれ 

 

まずは、「戦後」という言葉ですけれども、

過去との取り組みについて話をしようとする

際に、いつも意識させられる日本とドイツの文

脈のずれと申しますか、問題意識のずれとでも

言うべきものがあります。今回の企画もまさに

そうだと思いますけれども、われわれは日本で、

いまを「戦争が終わって」70 年だと考えてい

ます。ドイツでは、いまは、――少しデフォル

メした言い方にはなりますけれども――「ナチ

体制が崩壊して」70 年です。 
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つまり、ドイツでナチ時代が顧みられるとき、

そこで意識されるのは、戦争、つまり侵略戦争

の問題だけではありません。そこでは同時に、

暴力支配、すなわち少数者や反対者の迫害とい

う問題が大きく意識されます。ナチ時代におけ

る「侵略戦争」と「暴力支配」は、相互に非常

に密接に絡み合っていますけれども、しかし、

見方によっては 2 つの位相を異にする問題で

す。 

そのうち、きょうは、日本の文脈にそろえて、

やや前者に比重を置きながら話をしてきまし

た。特に、ユダヤ人迫害を核にした後者をめぐ

る歴史記述の問題についてはほとんど触れま

せんでしたけれども、本来、ドイツでは、この

後者の比重も相当に大きいわけです。 

日本が「戦後」で、ドイツがいわば「ナチ後」

だという、この違いは、日本とドイツの憲法を

めぐる議論に象徴的にあらわれていると思い

ます。すなわち、あの時代の経験との関連で、

日本で最も議論になるのは憲法 9 条であって、

つまり戦争と平和の問題です。 

これに対してドイツの憲法は基本法と言い

まして、ドイツは基本法を何度も改正していま

すけれども、修正できない条項として位置づけ

られているものがあります。その代表が第 1

条と第 20 条です。そのうち第 1 条は、人権の

尊重、人間の尊厳の不可侵を書いております。 

これは、どちらがよいというたぐいの問題で

はないのですけれども、負の過去から何を教訓

として引き出すかというときに、われわれの社

会は「平和」という価値に十分に重きを置いて

きた反面、植民地という過去を持っていながら、

あの時代の経験から人権尊重という価値を十

分に引き出し得ていないのではないかという

ことは言えると思います。それを端的にあらわ

しているのが「戦後」という言い方なのだと私

は思っております。 

 

「平和」と同時に「人権」をどう取り込んで

いくか 

 

これは、別に言葉遣いを変えるべきだという

提案ではありません。「戦後」というわれわれ

の持っている問題意識に、「平和」と同時に「人

権」という価値をどう入れ込んでいくか、それ

がいまの日本にとってとても大事なことなの

ではないかという問題提起です。 

それからもう一つは、後半の、「和解」とい

う言葉です。この言葉が近年、日本では随分使

われるようになりました。この言葉に関連して

一つご紹介したい、ドイツから発信された考え

方があります。 

「Aktion Sühnezeichen」という、ドイツ・

プロテスタント教会の活動があります。

「Aktion」というのは「action」ですけれども、

「Sühnezeichen」というのは、訳すならば「赦

しの印」とでも言うべき言葉です。これは 1950

年代に始まった活動で、ナチ時代に被害を与え

た各国に出向いて、被害者の生活を支援したり、

破壊された建物を再建したり、福祉施設で活動

したり、といった無償の奉仕活動を展開してき

たものです。 

その事務局長を務めていた Christian 

Staffa 氏が来日されて、その講演をうかがっ

たときに、この活動に名前をつけるに当たって、

実は「赦しの印（Sühnezeichen）」ではなくて、

「和解の印」という名前にしようという話もあ

ったのだけれども、それをやめたと聞かされま

した。 

その理由が、私にとっては衝撃的だったので

すけれども、Staffa 氏がおっしゃるには、「和

解というのは、加害者の側から言い出すべきこ

とではない。加害者にできるのは黙って手を差

し伸べて赦しを請うことだけである。差し伸べ

た手を相手がとるかどうかは、相手の判断に委

ねられているのだ」ということだったのです。

画像は、初期のころの「Aktion Sühnezeichen」

のシンボルマークなのですけれども、まさにこ

の精神をあらわしたものになっています。 

これは、キリスト教の宗教的なバックグラウ

ンドがあってこその考え方ですし、やはり第一

世代の体験世代だからこその発想でもあると

思います。その意味では、今日われわれの置か

れた状況は全く違います。ですけれども、みず
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からの加害者性とその立場に対する痛いほど

の自覚を、私自身もどこかで覚えていなければ

ならないのだと、それ以来、私はずっと思って

います。 

 

和解の達成は相手の決断にかかっている 

 

働きかけをする責任はわれわれにある。しか

し、それによって和解が達成され得るかどうか、

その決断はひとえに相手が握っている。 

体験世代がいて、戦後生まれがいて、私はそ

れに続くさらに次の世代なのですけれども、も

とを正せばそこから出発した関係なのだとい

うことを、私は時々忘れてしまいます。それは

私だけでしょうか。 

いまは、「戦後和解」という言葉に引きつけ

てお話ししましたけれども、ドイツという、日

本の外部に視点をとって、そこから眺めること

で、より明確にみえてくる日本の姿というのが

あります。 

ちなみに、こういうふうに、日本では参考に

なるものとしてみられているドイツの姿です

けれども、ドイツの国内では、自国のいわゆる

「過去の克服」と呼ばれる過去との取り組みの

歩みを手放しで褒める、少なくともそのような

知識人にはあまりお目にかかりません。私はそ

れを実に健全なことだと思っております。われ

われが自分たちの社会に足りないものを自覚

して、だからこそドイツから何かを取り入れよ

うとするように、ドイツはドイツで自分たちの

営みのゆがみや不足を自覚し、理解しています。 

ただ、その問題を解決するための参照先に日

本が挙がってこないというのは、残念ながら日

本の取り組みに対する国際的な評価を考える

と、現状では仕方のないことなのかなと思った

りしております。 

ただ、きょうご紹介した独仏共通歴史教科書

をみましたら、独仏を中心に、世界各国の「過

去の克服」と記憶について扱ったセクションで、

「村山談話」が文字史料として掲載されていま

して、過去と向き合う日本の姿勢に対する一定

の評価をうかがわせるものになっていました。

それをみたときには、実は正直ちょっとほっと

したというのがあります。これは余計なことか

もしれませんけれども。 

日本とドイツの歴史的な経験と、文化的なバ

ックグラウンドにはかなり違う部分がありま

すし、結果として両国で展開される議論もかな

り違っております。ですけれども、違うからこ

そ、そこから受ける示唆は多く、時に衝撃的で、

目を開かれる思いがいたします。そのような存

在としてのドイツの営為と議論をお話しした

ことで、今日、私たちが進む道を考えるうえで、

何か少しでも議論の端緒になるようなことを

ご紹介できたようでしたらうれしく思います。 

以上です。（拍手） 

 

（質疑応答） 

 

司会 非常に知的に、非常に刺激を受けるお

話をいただいて、ありがとうございます。 

この勉強会は本当に回を追うごとく深い話

になっていって、われわれもインテレクチュア

ルに上昇しているなという感じがするんです

けれども、それでは、早速質問をお受けして、

質疑に入りたいと思います。 

質問 あまりインテレクチュアルではなく

て、即物的な質問なんですけれども。教科書採

択の制度について、ご説明いただいたんですが、

確認させてください。 

ドイツでは、よく教育に関しては州が権限を

持っていると言われています。高校の歴史教科

書、これは州ごとに決めるんでしょうか。それ

とも学校がそれぞれ選ぶのか。 

独仏の共通教科書は政治的なイニシアティ

ヴでつくられ、各州の当局が買い上げて、学校

に無償で配ったという話、非常に興味深くうか

がいました。この独仏の教科書が実際どれくら

い使われているのか、もし数字などがありまし

たら、ご紹介ください。 

川喜田 ドイツでは、「認可」と申しあげま

したが、認可と採択と 2 段階になっています。

2 段階というのは日本でも同じです。2 段階の
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うち、認可は、州ごとということになります。 

そもそも教科書が作成される時点で、全国向

けに出されるものもあります。何州向けと特定

して、少しずつ違う教科書が出されていったり

ということもあります。それが州ごとに認可さ

れ、認可された教科書のリストが発表されます。

教科書は、学年によっても、学校タイプによっ

ても違いますが、州単位でみると、全体で 10

シリーズぐらいではないかと思います。その中

で、どれを選ぶかということになりますと、学

校ごとということになります。 

学校の中でどう選ぶかというのは、おそらく

かなりまちまちだと思います。校長先生が「え

い、やっ」で決めるというところもあるようで

す。もちろん、歴史を教えている担当教員の意

見がそこには反映されてくるでしょう。それか

ら、場合によっては、ＰＴＡなども入って決め

ていきます。学校ごとに違う、そういう採択の

仕方になっています。 

日本での教科書採択のイメージと、ドイツの

それが少し違うのは、日本は生徒が自分で教科

書を買います。ドイツでは学校ごとに採択され

た教科書を、学校が自分たちで買い上げて、そ

れを生徒に貸与する、という方法をとっていま

す。 

ですので、採択すると決めたときに、仮に 1

学年が 200 人いたとしたら、別に 200 冊買うわ

けではありません。例えば、40 冊あれば、ク

ラスが 40人で、そのクラスには十分使えます。

先生は、その教科書で授業をします。去年買っ

た教科書があったとしたら、それを別のクラス

で使うこともできます。そのような形になって

おります。 

 

独仏歴史教科書のシェアは低い 

 

したがって、日本の場合とシェアの考え方も

ちょっと変わってくると思います。ただ、結論

的に申しますと、正確なシェアはわかっており

ません。 

独仏共通歴史教科書については、シェアが相

当低いということは分かります。この教科書を

一番必要としていたのはどこかといいますと、

アビバッククラスというのがあります。つまり、

高校段階まで終えたときに、フランスでは大学

入学資格試験バカロレア、ドイツではアビトゥ

ーアがあります。それを合わせてアビバックと

いうことで、独仏両言語で教育をして、卒業時

に、両方の国の大学入学資格を取れる、そうい

う学校がといいますか、学級がといいますか、

非常に小規模ですがあります。そこは幾つかの

教科に関しては、相手国の言葉で授業を受ける

ということが決まっておりまして、歴史はそれ

に該当します。 

以前は、このクラスを担当する先生方のご苦

労は大変なものだったそうです。つまり、当た

り前ですけれども、フランス語で書かれたドイ

ツの歴史教科書などというものは存在しない

わけです。実際、授業で使う史料を全部、自力

でフランス語にしたということだったのです。 

あとは、フランス語の授業をする際に、その

教材として、フランス語版のこの教科書を持っ

てきて、ドイツで使うということもされていま

す。それが利用の一番大きな部分らしくて、実

質的には、申しあげたとおりシェアはあまりな

いということになります。 

質問 ちょっと話が広がって悪いんですけ

れども、例えばバルカンの 11 カ国で共通の教

科書か教材かわかりませんが、つくる動きもあ

るとおっしゃいましたね。これは何が焦点なん

でしょうね。ものすごく複雑な歴史ですよね。

対ナチもあれば、あるいはお互いの領土争いも

あれば、それを共通合意をつくるというのは大

変だと思いますけれども、何かご存じだったら

教えてください。 

川喜田 これは、教科書というよりは、もう

一つのカテゴリーであるところの教材で、しか

もＮＧＯがつくったものです。実際、どのぐら

い教育現場で投入されるかというよりは、副読

本として、関心のある意識の高い人たちが読む、

というような位置づけではなかろうかと思い

ます。 

ちょっとご質問の趣旨に合うかどうか分か

りませんが、焦点になったとするならば、テー
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マ的には、オスマン＝トルコを軸にした問題と、

南東欧の非常に複雑な民族構成の問題、それか

ら、もちろんバルカン戦争の問題があり、第二

次世界大戦があります。その 4つの部分を取り

上げて、それを教材にしたという形になってお

ります。 

これは、ご紹介はしましたけれども、もとも

と私はちょっと地域が違いますので、一番正確

な情報は、残念ながら、持ち合わせておりませ

ん。この話を日本にご紹介なさった、東京大学

の駒場で教えていらした、バルカン史の柴宜弘

先生がご専門です。 

質問 共通点がさまざまあったんですが、最

近の新聞をみますと、ヨーロッパというのは対

立点が多いなと思います。例えば、ベルリンと

アテネの対立。それから、トルコが 1世紀にわ

たってアルメニアの虐殺を絶対認めない、とい

う話で、西側は怒っていますね。 

トルコ側は、このこと自体は、キリスト教社

会の、われわれイスラムに対する挑戦だと。ア

ルメニア人が誇大に言ったことをヨーロッパ

は何で信じるんだ、と絶対に非難を聞かないん

ですよね。これほどまでに対立するのかと思い

ます。先生のきょうのとても美しい話と、現実

をみますと、こういうところが将来的に共通教

科書が可能なのか。それを模索するような動き

があるかどうか、教えてください。 

川喜田 歴史家にとっては、いまと未来につ

いて語るというのは、なかなか難しいことなの

ですが、ヨーロッパの状況が、決して全てのこ

とが解決し終わって、何の問題も抱えていない

というものでないということは、間違いないと

思います。 

共通教科書との絡みで申しあげましたよう

に、私自身は、共通教科書で全ての国が、もし

くは全てのグループが同じ 1 つの史実につい

て完全に同じ見方をすることがよいことであ

り、最終的な目標だとは思っていません。1つ

になるかどうか、1つになる必要があるかどう

かという意味では、それは別に必要ないと思っ

ております。 

 

イスラームなど現代の問題に取り組むべき 

 

ただ、その関連で申しあげた、イスラームの

問題があります。ドイツとフランスの間では、

独仏の間のしこりがどうであるとか、第二次世

界大戦の、もしくは第一次世界大戦の経験がど

うであるかというようなことを話すよりは、い

まはむしろ両方が共通に抱えている問題をど

う扱っていくのかを考えたほうがよいという

ふうに申しあげました。それは、まさにおっし

ゃるようなことを念頭に置いてのことです。 

そもそも、国際教科書対話というこの枠組み

は、実はやや弱点もあります。イスラームの話

は、まさにそれが出るところです。例えば、か

つて西ドイツとポーランドが対話をしたとき

に、そこでユダヤ系の住民の問題は、話題にな

りませんでした。それを、きょうは、基本的に

ナチ時代の問題は、ドイツの内部でもうすでに

決着がついていたからだ、という形でご説明し

ました。 

それはもちろんそのとおりなのですが、二国

間で対話をすると、いきおいそれぞれの国の中

のマジョリティ同士の歴史観をどうすり合わ

せるかという話になるわけです。そこで極めて

陥りやすい問題としては、両国が、もしくは片

方がかもしれませんけれども、抱えるマイノリ

ティが、その視野から抜け落ちてしまう、とい

う問題があります。 

ですので、イスラームの問題を考えるのであ

るならば、それを二国が共同ですること自体は

構わないけれども――構わないというのは不

遜ですけれども――そういうこともあるかも

しれないけれども、やはりいままでとは違う精

神性か違う回路が必要になると申しあげたわ

けです。 

ただ、もちろんヨーロッパではそういうこと

はわかっております。ドイツとポーランドの対

話が継続する中、二国間の問題がだんだん片づ

いてきますと、その次に、やはりマイノリティ

を、というような問題意識が出てきています。

それをテーマにした会合もあったと記憶して

おります。 
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司会 いま手を挙げている方全員に質問を

していただき、その後、まとめて先生にお答え

ていただきたいと思います。 

質問 歴史の問題を取材していますと、しば

しば「自虐」という言葉にぶつかることがあり

ます。これについては、ドイツではあるのか、

ないのか、あるいはこれを乗り越えることがで

きたのか。 

もう一つは、戦争責任のところで、ドイツの

場合はナチに対する戦争責任ということで一

元化できているのかなという印象を持ってい

います。日本の場合はそれが非常に難しい。こ

の前提があるべきなのか。なくても、こういう

双方の理解ができるのかどうか。そのあたりは

どうでしょうか。 

質問 いろいろテキストを共通化するのは

非常にすばらしいと思いますが、ドイツにとっ

て一番たくさんの犠牲者を出した旧ソ連やロ

シアとできるのかどうか。ひいては、日本は中

国とできるのかどうかということですね。現実

世界で、ポーランドはＮＡＴＯへ加盟しました

ね。ミサイルはポーランドからドイツへは向か

っていない。だから、それもできたと思うんで

すけれども、ロシアのミサイルは西側に向いて

いて、ＮＡＴＯのミサイルはロシアに向かって

いる、それだからロシアとの間で、できないの

か。 

平和よりも人権という一つの枠組みで進ん

でいるという視点で、非常に参考になります。 

ヒューマンライツという意味では、日本は中

国、韓国とも話し合わなければいけないんでし

ょうけれども、果たしてそれができるのか。こ

れをお互いが認めて、それで初めて教科書の問

題ができるのか。 

質問 日独を比較するときに、日本の後ろに

は、アメリカがいるというのをよく聞きます。

ドイツは、隣国との和解において、他国からの

干渉というのは、どうだったのでしょうか。 

質問 ドイツの特派員時代の経験なんです

が、あるドイツ連邦軍の海軍士官と話したこと

があります。南洋諸島、日本も委任統治しまし

たが、かつてドイツ領であったことを知らなか

ったんですね。一つの例で、きょうのお話とは

直接かかわらないのですが、歴史の教え方とい

うようなことにもかかわるかもしれません。ド

イツの歴史教育では、授業が第三帝国、ホロコ

ースト、ナチ支配というところに過度に偏って、

ほかの時代の歴史教育というのがかなりおろ

そかになっている面があるんじゃないか、そう

いうところはどうなんでしょうか。 

質問 ドイツとフランスはほとんどの問題

が根底で和解というか、もう一回戦争をやろう

というようなことはないと思うんですが、アジ

アにおいて日中の問題が非常に気にかかるん

ですね。再び戦争というようないうことがない

ようにしなきゃならんと思うんですが。もしご

所見があれば、お願いします。 

質問 教科書の書き方について、ドイツとフ

ランスがルール占領問題をどういうふうに処

理したかを大変興味深くうかがいました。ナポ

レオン戦争とか普仏戦争とかの大きな問題で

は、両国でおのずと描き方が違うだろうと思わ

れるんです。共通教科書をつくる場合に、大き

く視点が違うというようなものをどのように

あつかったのでしょうか。 

川喜田 いろいろ大きな問題を出していた

だき、ご質問をうかがいながら、私も考えさせ

られました。全てにきちんと答えることはでき

ないかと思いますが、印象に残ったところから

お話ししてまいります。 

教育にかかわる事柄から始めます。一番最後

のご質問に関連して、独仏間の関係史の中でい

かにももめそうな部分がどのように対応され

たかです。独仏共通歴史教科書をつくった

2000 年代の段階では、もちろん学会の中にい

ろいろな見方があったわけです。ただ、それが

どちらのナショナリティーだからこの見方を

する、というような形では残っていなかったと

いうことは一般論として言えると思います。 

それぞれの単元をドイツ側とフランス側と

著者 1名ずつで協力して書いています。実際に

教科書を開いてみて、ある単元が、フランス側

から出た著者なのか、ドイツ側から出た著者な

のか、どちらによって書かれているかというこ
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とは、実際、わからない、そういう記述が実現

されています。 

それまでに長い時間をかけて対話を積み上

げ、共同研究を積み上げてきて、いまドイツと

フランスの間はそういう状況になっていると

いうことが言えるかと思います。 

それから、ドイツの歴史教科書、もしくは教

育全般に関してですけれども、ドイツと日本を

比較しようとしたときに、文脈が少しずれるの

だという話は申しあげました。実は植民地の問

題というのはその一つです。 

全般的に言って、ドイツはホロコーストに関

する、特にナチ時代のユダヤ系の扱いに関する

教育を行い、傾向としてそれ以外のところがや

やおろそかになっているという可能性は否定

できないと思います。 

と申しますのは、日本は中学で通史 1回、高

校でももう一度通史を繰り返すという歴史教

育をしております。ドイツの場合は、二度目に、

高校で歴史をもう一度やり直すときに、必ずし

も通史で扱うとは限りません。むしろテーマ史

的に、それこそ例えば、「戦争と暴力」である

とか、「人の移動」であるとか、そのようなテ

ーマを立てて学んでいくという州もあります。

最近、少し通史型の傾向が強くなっているよう

ですけれども、しばらく前までは、そういうテ

ーマ史もかなりの強さを持っておりました。そ

ういう中で、扱われやすい部分と、落ちやすい

部分があるというのは、そのとおりだと思いま

す。 

日本との違いという意味では、植民地という

問題は、日本は曲がりなりにも頭の中にあるわ

けですけれども、ドイツの場合は、第一次世界

大戦で植民地を手放して、焦眉の問題は第二次

世界大戦だということもあって、植民地は非常

に弱い領域としてあったと思います。 

ただ、2000 年代に入って、特に旧ドイツ植

民地のナミビアで行われた現地の住民に対す

る殺害行為が、実は発想の面で、その後のナチ

時代のユダヤ人殺害につながってくるのでは

ないかという問題が提起されたりしておりま

す。以前よりは植民地に対する認識が高くなっ

ている部分があるかなと思います。実際、ナミ

ビアに政治家が行って謝罪したり、ということ

もしておりますので、少しずつそういう中で変

わってきたというところがあるかと思います。 

それから、対外関係のご質問がありました。

ドイツの対旧ソ連関係、もしくはロシア関係と

いうことと、日本と中国などの話が出ました。

フランス、ポーランド、イスラエルという、き

ょう挙げた三国は、ドイツの中でも、うまく進

んでいるほうであって、全てがそうであるとは

限らないというのは、まさにそのとおりだと思

います。 

しかも、はっきり申しあげれば、歴史対話に

よる問題の解決というのは、当然、非常に大き

な現実問題としての限界を抱えていると思い

ます。そもそも、例えば西ドイツとポーランド

の間で対話を始めることができたのも、あれは

国境問題を曲がりなりにも片づけて、国交が樹

立されたから初めて、1970 年代に可能になっ

たのであって、その前は、歴史対話など行いよ

うもなかったわけです。 

ですので、現実の政治に抗して何か大きなア

クションを起こして、大きな成果が得られると

いうような、過度の期待は絶対にできません。 

ただ、途中で申しあげましたように、政治の

介入をなるべく排すこと、それから、強制力を

あえて持たせないこと、を掲げて行われてきま

した。実際、対ポーランドの対話をみていて強

く思うことは、始まったのは社会主義体制下で

した。冷戦下でした。当時、社会主義の体制を

どう捉えるかについては、当然のことながら、

社会主義政権下の国と対話をすること自体が

全くもって無駄であるか、でなければ、むしろ

デメリットのほうが大きい、という声は西ドイ

ツの国内にはあったわけです。 

現に、対話の中身をみましても、途中ご説明

しましたように、かなり厳しい制限のかかった

中で、非常に不自由なところで、書けることだ

けを、勧告にどうにか書くということをしてき

ました。 

それを 40 年間続けるうちに、途中でポーラ

ンドの体制変革があったわけです。その体制変
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革を終えてみれば、それまでの人脈と信頼関係

の蓄積に基づいて、それから後はよりよい対話

ができるようになってきているということが

あります。所与の条件の中で、ある意味、非常

に縛られたところがあっても、それでも対話を

途絶えさせることがないという、それはかなり

大事なこととして考えておいてもよいのでは

ないかなと思います。 

それから、例えば日本と中国の対話というこ

とを言いましたときに、どのレベルで考えるか

ということがあります。もちろん国が関与する

ような、国が人を選んで共同研究をするという

プロジェクトはあるわけで、それはそれで、そ

れなりの意義があるのだと思います。ただ、き

ょう私がご紹介したのは、実はそのレベルでは

なくて、むしろそれぞれの代表者が一個人とし

て出ていく、それを前提とした、いわば民間の

と申しますか、研究者個人の共同作業としての

対話であったということをもう一度申しあげ

ておきたいと思います。 

その意味での、研究者個人のつながりは、実

は日本と中国の間でも、もうすでに存在してい

ると思います。そういうものを続けていくこと

には、意味があると私は考えています。 

それから、アメリカの話が出ましたけれども、

周りの国が、こういう歴史の和解の問題にどう

いう圧力をかけるかという意味では、西ドイツ

が――もちろん東ドイツもそうだと思います

けれども――外から感じた「外圧」はとても大

きかっただろうということは言えます。 

それは、やはり政治的経済的に、地域の統合

の中に組み込まれて、そのパートナーは、自分

たちが侵略したり攻撃したりした国だったわ

けです。安全保障という面では、ＮＡＴＯです。

そこに組み込まれていくわけですから、当然、

その中でかつての――もちろんきょうはユダ

ヤ人、つまり暴力支配の面が非常に大きいのだ

という話はしましたけれども――戦争の問題

はドイツの中には当然問題意識としてあって、

そこの部分できちんとした言動をしていかな

い限りは、政治的にも経済的にも、安全保障の

面でも安定が得られなかったわけです。こうい

う非常に厳しい環境にずっと置かれていると

いうことは、ドイツについては言えると思いま

す。 

最後に、一番最初にいただいたご質問に戻り

ます。「自虐」という言葉がドイツにあるかど

うかということですけれども、こういう発想は

あまり聞きませんね。 

ドイツが加害を軸に過去を振り返る態度は、

いま申しあげたように、ある種の強い外圧を背

景に組み上がっていくものではあるのですけ

れども、そこに自分たちでその規範を内面化し

ていくという部分がなかったわけではないと

思います。 

そのときの彼らの論理を、私なりに説明する

ならば、ここに極めて問題の多い過去がある。

この過去の体制が行ったことや、目指していた

ことに対して、いまの自分たちがしようとする

こと、目指すことは全く違う。そのことを明確

に言うことによって何が起きるかといえば、い

まの自分たちが目指している方向は間違いで

はないということを自分たちにも言い聞かせ、

そして周りとも共有していくことになる。 

つまり、ドイツが過去に対して厳しい視線を

向けるということは、決して「自虐」などとい

う文脈では捉えられていません。いまの自分た

ちがきちんとした未来に向かっているのだと

いう、その証左として過去を批判的にみていく

という行動だと言えると思います。 

私は、これについては、本来は私たちも同じ

ようなことができるのではないかと思ってお

ります。 

司会 大分時間をオーバーしましたけれど

も、ありがとうございました。 

この問題になると、われわれもエモーショナ

ルになって、なかなか話が尽きないというか、

どんどんのめり込んでいくような形になって

しまうんですけれども、きょうは先生には、こ

のサインブックには、「歴史と現在の対話」と

いうふうにお書きいただいております。 

川喜田 Ｅ・Ｈ・カーという歴史家の言葉で、

過去と現在の対話の中で、歴史の認識を組み上

げていくべきだ、というものがあります。それ 

を念頭に書きました。（文責編集部） 


